
◆あなたのお住いは 町内会です。

◆町内会への加入お申込み・お問い合わせは
までお願いします。

町内会とは…
お互いに支えあい、助けあえるご近所関係はとても大切です。
町内会は、安全で安心な住みよいまちづくりを目指し、地域の住民
のみなさんが協力し合い、自主的に様々な活動を行っています。
ぜひ町内会に加入しましょう。

【作成】
会津若松市・会津若松市区長会（事務局：市民協働課 電話39-1221）

町内会に加入しましょう！

・ごみステーションの設置や維持管理
・川ざらいなどの清掃活動
・防犯灯設置など防犯・防災活動
・市政だよりや回覧板で、町内会や市の様々な情報をお知らせ
・お花見や芋煮会など会員のみなさんの親睦を深める交流事業

町内会の活動例
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